
第

二

千

四

百

八

十

五

号

平

成

二

十

五

年

十

月

四

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

六
五
一
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

六
五
四

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

六
五
四

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

六
五
五

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

六
五
六

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(
同

)

六
五
六

○
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(
同

)

六
五
七

○
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

六
五
七

○
指
定
取
消
し
の
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

六
五
八

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
名
称
の
変
更

(

同

)

六
五
八

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

六
五
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

六
五
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

同

)

六
六
三

○
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
不
確
知

(

建
築
指
導
課)

六
六
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

六
六
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
上
石
津
町
打
上
字
暮
ケ
谷
九
〇
二
、
九
〇
四
、
九
〇
五
、
九
一
六
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
大
垣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日



岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
神
坂
字
霧
ケ
原
三
八
三
四
の
二
、
三
八
三
四
の
一
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
駒
場
字
大
平
一
五
八
六
の
一
、
一
五
八
八
の
一
、
一
五
九
〇
の
一
、
一
六
一
七
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

瑞
浪
市
明
世
町
山
野
内
字
大
狭
間
一
の
九
、
一
の
一
一
、
二
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
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次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
瑞
浪
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
串
原
字
中
山
三
九
一
四
の
六
六
か
ら
三
九
一
四
の
七
〇
ま
で
、
字
上
大
平
三
九
六
九
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
恵
那
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
串
原
字
大
竹
六
六
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
恵
那
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
白
鳥
町
二
日
町
字
上
ノ
山
一
四
九
二
の
一
八
か
ら
一
四
九
二
の
二
三
ま
で
、
一
四
九
三
の

一
、
一
四
九
三
の
二
、
一
四
九
四
の
一
、
一
四
九
四
の
三
、
一
四
九
五
か
ら
一
四
九
七
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

二
百
五
十

六
号

路
線
名

郡
上
市
八
幡
町
安
久
田
字
穴
洞
二

三
二
九
番
三
二
地
先
地
内

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

中
津

川
市

関
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

66,839

73,640

93,246

75,983

145,269

334,166

総
数
(人
)

22,280

24,547

31,082

25,328

48,423

111,389

３
分
の
１
の
数
(人
)

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
七
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
七
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
平
成
25年
９
月
２
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
1,677,504人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

33,551人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

309,688人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数
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海
津
市
を
考
え
る
会

伊
藤
ま
こ
と
を
育
て
る
会

政
治
団
体
の
名
称

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

美
濃

市

29,557

37,085

42,368

22,021

39,770

23,855

93,114

117,945

49,455

40,315

44,063

54,299

31,856

18,589

野
崎

勉

伊
藤

誠

代
表

者

の
氏

名

9,853

12,362

14,123

7,341

13,257

7,952

31,038

39,315

16,485

13,439

14,688

18,100

10,619

6,197

野
崎

勉

丹
羽
春
和

会
計
責
任
者

の
氏

名

海
津
市
南
濃
町
志
津
540―

５

海
津
市
南
濃
町
松
山
1844

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

43,921

57,908

19,703

29,137

25,792

36,776

30,832

14,641

19,303

6,568

9,713

8,598

12,259

10,278

そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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新
世
紀
政
治
研
究

会 燦
燦
会

岐
阜
県
地
域
経
済

研
究
会

勝
し
げ
ゆ
き
後
援

会 江
崎
達
己
後
援
会

稲
羽
森
し
ん
後
援

会 民
主
党
岐
阜
県
総

支
部
連
合
会

自
由
民
主
党
岐
阜

県
司
法
書
士
支
部

政
治
団
体
の
名
称

生
和
政
経
研
究
会

健
風
会

会
計
責
任
者

公
職
の
種
類

会
計
責
任
者

代
表

者

代
表

者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表

者

会
計
責
任
者

代
表

者

異
動

事
項

丸
山
慎
一

参
議
院
議
員

横
井

肇

中
島
利
雄

江
崎

攻

森
三
枝
子

伊
藤
正
博

小
見
山
幸
治

小
川
貴
彦

谷
口
佳
久

新

大
野
一
生

河
野
春
男

堀
清
志

衆
議
院
議
員

左
高
政
義

勝
邦
好

吉
田
晴
紀

左
高
政
義

渡
辺
嘉
山

柴
橋
正
直

谷
口
佳
久

山
口
八
郎

旧

伊
藤
富
啓

河
野
春
男

岐
阜
市
上
川
手
647

各
務
原
市
蘇
原
野
口
町
２
―
８

れ
ん
げ
会

吉
田
り
え
後
援
会

森
し
ん
支
持
す
る

会 宮
嶋
三
郎
後
援
会

道
下
か
ず
し
げ
後

援
会

藤
井
孝
男
後
援
会

連
合
会

ひ
ら
か
れ
た
羽
島

を
つ
く
る
会

濃
飛
政
治
経
済
研

究
会

日
本
司
法
書
士
政

治
連
盟
岐
阜
会

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

公
職
の
種
類

会
計
責
任
者

代
表

者

参
議
院
議
員

岐
阜
市
美
江
寺
町
２
―

３ 森
三
枝
子

宮
島
多
加
士

本
巣
市
根
尾
門
脇
145

衆
議
院
議
員

羽
島
市
舟
橋
町
３
―
35―

１ 衆
議
院
議
員

小
川
貴
彦

谷
口
佳
久

衆
議
院
議
員

岐
阜
市
神
田
町
６
―
３

左
高
政
義

野
田
善
哉

本
巣
市
根
尾
大
井
602―

１ 参
議
院
議
員

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内

３
―
２
―
１

参
議
院
議
員

谷
口
佳
久

山
口
八
郎

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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大
野
一
生

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

武
芸
川
町
武
藤
よ
う
じ
後
援
会

橋
本
勉
後
援
会

橋
本
べ
ん
維
新
の
会

塚
本
よ
し
ひ
さ
後
援
会

坂
口
ひ
ろ
し
を
育
て
る
会

キ
ラ
キ
ラ
ク
ラ
ブ

日
本
未
来
の
党
岐
阜
県
第
２
区
総
支
部

日
本
未
来
の
党
岐
阜
県
総
支
部
連
合
会

政
治
団
体
の
名
称

岐
阜
市
議
会
議
員

公
職
の
種
類

生
和
政
経
研
究
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

杉
本
富
夫

戸
谷
至
憲

橋
本

勉

塚
本
芳
久

成
瀬
武
利

田
中

巧

橋
本

勉

橋
本

勉

代
表

者

の
氏

名

岐
阜
市
上
川
手
64

7 主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

杉
下
忠
男

松
田
光
世

松
田
光
世

柳
恵
美
子

河
瀬
義
照

長
沼
佳
恵

松
田
光
世

松
田
光
世

会
計
責
任
者

の
氏

名

大
野
一
生

代
表
者
の

氏
名

関
市
武
芸
川
町
平
682―

２

大
垣
市
林
町
５
―
23

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
三
輪
952

土
岐
市
駄
知
町
2014

揖
斐
郡
池
田
町
片
山
1374―

１

関
市
桜
ヶ
丘
３
―
２
―
12

大
垣
市
林
町
５
―
23

大
垣
市
林
町
５
―
23

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

吉
田
里
江

木
全
幹
典

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

吉
田
り
え
後
援

会 ひ
ら
か
れ
た
羽

島
を
つ
く
る
会

資
金
管
理
団
体

の
名

称

平
成
25年

８
月
28日

平
成
25年

２
月
１
日

平
成
25年

６
月
１
日

平
成
24年

12月
１
日

平
成
25年

８
月
５
日

平
成
25年

３
月
31日

平
成
25年

２
月
１
日

平
成
24年

12月
31日

解
散

年
月
日

政
党
の
支
部

政
党
の
支
部

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

異
動
事
項

日
本
未
来
の
党

日
本
未
来
の
党

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

岐
阜
市
美
江
寺
町
２
―

３ 羽
島
市
舟
橋
町
３
―

35―
１

新

一
以
上
市
町
村
区
域
等

一
以
上
市
町
村
区
域
等

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

岐
阜
市
神
田
町
６
―

３ 羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の

内
３
―
２
―
１

旧

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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医
療
法
人
み
ら
い
介
護
老
人
保
健
施
設
中

津
川
ナ
ー
シ
ン
グ
ピ
ア

変
更

後

橋
本

勉

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

衆
議
院
議
員

公
職
の
種
類

橋
本
べ
ん
維
新
の
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

医
療
法
人
光
和
会
老
人
保
健
施
設
中
津
川
ナ
ー

シ
ン
グ
ピ
ア

変
更

前

揖
斐
郡
揖
斐
川
町

三
輪
952

主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

橋
本

勉

代
表
者
の

氏
名

公

示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
四
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
名
称
の
変

更
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

名
称
の
変
更

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
十
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ぎ
ふ
要
約
筆
記
か
が
り
火

三

代

表

者

の

氏

名

海
老
名�
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
瑞
穂
市
穂
積
一
六
一
一
番
地
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
岐
阜
県
内
の
聴
覚
障
害
者
の
聞
こ
え
の
権
利
保

障
及
び
社
会
参
加
の
促
進
並
び
に
要
約
筆
記
の
普
及
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
聴
覚
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日
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平
成
二
十
五
年
九
月
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
ピ
タ
岐
阜
店

岐
阜
市
加
納
神
明
町
六
丁
目
一
番
地

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
二
五
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
二
五
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
西
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
ク
ア
ウ
ォ
ー
ク
大
垣

大
垣
市
林
町
六
丁
目
八
〇
番
二
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
六
六
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
六
〇
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
飛�
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
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株
式
会
社
国
府
町
開
発

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
ピ
タ
飛
騨
高
山
店

高
山
市
国
府
町
金
桶
地
内

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
一
六
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
一
一
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
東
濃
振
興
局
恵
那
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
ピ
タ
中
津
川
店

中
津
川
市
中
津
川
字
直
路
一
四
二
四
番
地
の
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
二
五
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
二
四
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
中
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社
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三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
ピ
タ
美
濃
加
茂
店

美
濃
加
茂
市
野
笹
町
二
丁
目
字
紙
屋
上
四
一
六
番

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(
ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
二
〇
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
一
九
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

日
本
毛
織
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
ピ
タ
各
務
原
店

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
八
―
七
―
一

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

日
本
毛
織
株
式
会
社

代
表
取
締
役

降
井
利
光

(

変
更
後)

日
本
毛
織
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤
光
由

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
一
九
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
一
八
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
ピ
タ
北
方
店

平成25年10月４日 岐 阜 県 公 報 第２４８５号( 661 )



本
巣
郡
北
方
町
平
成
二
丁
目
三
番
地

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)
ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)
ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
二
一
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
一
九
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
中
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ラ
ス
パ
御
嵩

Ａ
ゾ
ー
ン

可
児
郡
御
嵩
町
上
恵
土
字
西
畑
一
〇
五
二
番
地
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
三
七
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
三
五
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
及
び
飛�
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
国
府
町
開
発

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
ピ
タ
飛
騨
高
山
店

高
山
市
国
府
町
金
桶
地
内

外
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四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

(
変
更
前)

一
、
一
〇
四
台

(

変
更
後)
九
七
〇
台

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

(

変
更
前)

一
九
箇
所

(

変
更
後)

一
六
箇
所

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

可
児
中
恵
土
複
合
商
業
施
設

可
児
市
中
恵
土
字
助
太
郎
二
三
七
一
―
一
七
七

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

新
設)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ス
ー
パ
ー
三
心
可
児
店

可
児
市
土
田
字
往
還
北
二
五
四
六
番
二
七

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

新
設)

○
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
不
確
知

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法(

昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と

き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
大
信
住
宅

二

事
務
所
所
在
地

高
山
市
名
田
町
六
丁
目
一
九
番
地

三

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

堀
内

常
平

四

免
許
証
番
号

岐
阜
県
知
事(

四)

第
三
八
〇
〇
号

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

美
濃
加
茂

市
木
曽
川

右
岸
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事

鈴

木

義

巳

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
西
脇
四
三
五
番
地

同

稲

垣

克

巳

美
濃
加
茂
市
西
町

三
丁
目
七
五
番
地

同

豊

吉

哲

郎

美
濃
加
茂
市
太
田
本
町
四
丁
目
一
〇
番
七
号

同

渡

邉

浩

司

美
濃
加
茂
市
川
合
町
二
丁
目
九
番
三
二
号

同

渡

邉

俊

彦

美
濃
加
茂
市
本
郷
町
六
丁
目
四
番
一
五
号

同

松

田

好

道

美
濃
加
茂
市
山
之
上
町

三
五
四
八
番
地

同

小

藤

重

伸

同

一
一
六
九
番
地
三

同

井

戸

勇

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
下
蜂
屋
一
〇
三
二
番
地
二

同

日

江

洋

二

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
上
蜂
屋
三
〇
二
九
番
地
一

同�
井

義

次

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
鷹
之
巣
八
七
六
番
地

同

木

村

透

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
木
野
一
〇
九
七
番
地

同

杉

山

庄

八

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
則
光
三
九
三
番
地

同

池

田

愛

彦

美
濃
加
茂
市
伊
深
町

九
三
七
番
地
一

監
事�
井

一

巳

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
鷹
之
巣
八
三
三
番
地

同

木

村

慶

男

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
中
蜂
屋
八
六
六
番
地

同

小

川

達

夫

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
山
本
一
九
八
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

美
濃
加
茂

市
木
曽
川

右
岸
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

藤

井

浩

人

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
中
蜂
屋
四
五
二
七
番
地

同

渡

邉

俊

彦

美
濃
加
茂
市
本
郷
町
六
丁
目
四
番
一
五
号

同

清

水

幸

夫

美
濃
加
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